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１．用途地域等見直し基本方針の策定について 

 

 用途地域等見直し基本方針(案)について、以下のとおり意見募集を行いましたが、意見

がでませんでしたので、案のとおりの用途地域等見直し基本方針を策定しました。 

  

① 意見募集の概要 

 ●意見募集期間 

令和 5年 11 月 10 日(金)から令和 5年 11 月 24 日(金)まで 

  ●閲覧場所 

   都市計画課 

  ●広報手段 

   令和 5年 11 月 10 日号の市政ニュースに掲載するとともに、ホームページで公開 

  ●意見の提出方法 

意見募集期間内に窓口提出または郵送 

 

② 意見募集の実施結果について 

●インターネットアクセス件数：62 件 

●閲覧者数：１名 

●意見提出者数：0名 

●意見件数：0件 
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２．用途地域等の見直し手順について 
 

「西宮市用途地域等見直し基本方針」が確定したことを受け、都市計画マスタープラン

における土地利用方針等を踏まえ、都市計画基礎調査、現行の用途地域の指定状況等のデ

ータを用いて、下記の「検討フロー図」に示す手順に従い、用途地域の見直し対象につい

ての検討を行いました。 
 
検討フロー図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

見直し対象地区の選定 
 

現状の課題に対応する地区 

 

整合していない地区 

「都市計画マスタープラン」等の都市計画の基本方針における目指すべき都市の将来像との 

整合性の確認 

留意事項の確認 

都市計画の方針・構想等に 

対応する地区 

用途地域等見直し対象 用途地域等見直し対象外 

整合して 

いる地区 

見直し対象

外地区 

見直しの 

必要性がない 
見直しの必要性がある 

・指定の継続 

・規制の強化又は緩和 

・形態規制の連続性の配慮 

・都市基盤施設の配置 

見直しの基本的な考え方 

【一般事項】            【特別事項】 

・住宅地における良好な住環境    ・立地適正化計画との整合 

の保全              ・良好なプロジェクトの誘導 

・用地混在地などにおける土地    ・大規模土地利用転換への対応 

利用転換への対応                

・都市施設等の都市計画と整合 

した土地利用の誘導   

・補完制度の活用 

見直し対象地区 
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３．見直し結果について 
 

●見直し対象地区の選定について 
１）現状の課題に対応する地区 

現状の課題に対応する地区については、工業系用途地域において、用途地域と土地

利用の乖離の観点から見直し対象となる地区がありました。 
住居系用途地域においては、基本的に地区計画等の補完制度を活用して土地利用の

適正化を図ることとしており、見直し対象となる地区はありませんでした。 
また、商業系用途地域においては、いずれの地区においても都市計画マスタープラ

ンと整合しているため、見直し対象となる地区はありませんでした。 
２）都市計画の方針・構想等に対応する地区 

都市計画の方針・構想等に対応する地区については、方針の変更や具体的な要望・

プロジェクトがなかったことから、対象となる地区はありませんでした。 
なお、区域区分、都市施設等の都市計画の見直しに伴う用途地域等の変更や良好な

プロジェクトに伴う変更については、今後も用途地域等の見直し基本方針に基づき、

必要に応じて随時見直しを行うこととします。 
 

●留意事項の確認について 
見直し対象とした工業系用途地域の地区において、留意事項の確認を行った結果、

指定の継続性や既存不適格建築物への配慮の点から、今回は見直しの必要性がないも

のと判断しました。 
 
 以上のとおり、今回の見直しにおいて、全市的に用途地域等の変更は行わないものとし

ました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4



４．今後のスケジュールについて 
 

用途地域等見直し基本方針及び第８回定期見直し検討結果については、令和 6 年 2 月に

市のホームページで公表する予定です。 
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